
 

 

令和４年 10 月 12 日 

 
工事費内訳書の情報提供等事務取扱要領及び同運用細目について 

 
大阪市都市整備局 

 

詳細については「工事費内訳書の情報提供等事務取扱要領」及び「同運用細目」をご覧くだ

さい。 

 

主な内容 

   これまで 

（令和４年９月30日以前の契約） 

今後 

（令和４年10月1日以降の契約） 

数量内訳書の

設計図書への

添付 

全ての工事（畳工事及びガス設備工事

を除く。）について、数量内訳書（工

事費内訳書から単価、金額及び備考の

内容を除いたもの。）を添付。 

全ての工事（畳工事及びガス設備工事

を除く。）について、数量内訳書（工

事費内訳書から単価、金額及び備考の

内容を除いたもの。）を添付。 

種目別内訳及

び科目別内訳

の閲覧 

運用は従来通り。 

期間は契約翌月の11日から、契約年度

末の２年後までに変更。 

運用は従来通り。 

期間は契約翌月の25日から、契約年度

末の２年後までに変更。 

細目別内訳（単

価等）の情報提

供 

契約年度の年度末から２年を経過した

工事は、申出に基づき単価等の金額が

記載された細目別内訳を情報提供。（現

に工事中のもの及び契約年度の年度末

から２年を経過していないものは、従

来通り単価等の金額は記載されませ

ん。） 

契約年度の年度末から２年を経過した

工事は、申出に基づき単価等の金額が

記載された細目別内訳を情報提供。（現

に工事中のもの及び契約年度の年度末

から２年を経過していないものは、従

来通り単価等の金額は記載されませ

ん。） 

積算基準類の

情報提供 

（金入れに係

るものを除く） 

申出に基づき、積算基準類を情報提供。 申出に基づき、積算基準類を情報提供。 

 


